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は じ め に 

このたびは、謹んでおくやみ申し上げます。 

ご遺族におかれましては、今後、市役所において、さまざまな手続きが必要に

なると存じます。各担当窓口でその手続きを行うこともできますが、ご遺族の負担

を少しでも軽減することができるよう、お亡くなりになられた方に関する手続きを

ご案内する 「 おくやみ窓口 」 を設けておりますので、ぜひご利用ください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※ ご案内は、予約優先です。 

ご予約のない方は、お待ちいただくことになります。また、準備の関係上、ご案内する内

容を伝えきれず後日あらためてお越しいただく場合もありますのでご注意ください。 

おくやみ窓口　ご利用の流れ 

 

おくやみ窓口は、亡くなられた方が白河市に住民登録をしていたご遺

族の方を対象としています。 

 

■まずは、お電話でご予約ください。 

利用したい日の３日前 （ 土・日・祝日・年末年始は除きます ） ま

でにご希望の日時をお知らせください。 

ご予約可能なお時間は、以下の通りです。 

午前：９時・１０時・１１時 

午後：２時・３時・４時 

予約状況によっては、ご希望に添えない場合もございますので、あ

らかじめご了承ください。 

※表郷庁舎・大信庁舎・東庁舎のおくやみ窓口は予約不要です。 

■亡くなられた方、おくやみ窓口に来られる方のお名前や住所、生年

月日などを確認させていただきます。 

■当日は、ご予約の時間に、白河市役所本庁舎１階までお越しいた

だき、総合案内で 「 おくやみ窓口を予約しています 」 とお伝えく

ださい。お手続きには３０分～１時間程度かかります。 

■手続きによっては、後日あらためてお越しいただく場合もあります

のでご了承ください。
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おくやみ窓口にお持ちいただくもの 

 

上記のものは、無くしてしまっている場合や見つからない場合でも、状況に応じてご案内します。 

 

※相続人代表者が、法定相続人ではなく遺言書によって相続となられた場合は、遺言書

（ 公正証書遺言・秘密証書遺言・自書証書遺言 （検認済みのもの） ）をお持ちください。 

 
ご遺族のもの

 
■ 印鑑 （ お越しになる方、相続人代表者、喪主 ）

 ■ お越しになる方の本人確認ができるもの 

　写真付きのものであれば次のうちどれか１点　 

〇マイナンバーカード　〇自動車運転免許証　〇パスポート 〇障害者手帳　など 

　写真付きのものがない場合は A と B のうちそれぞれ１点　 

A　〇被保険者証・資格確認書 （健康保険、介護保険 、後期高齢者保険） など 

B　〇病院の診察券　〇クレジットカード　〇銀行カード　〇通帳　など
 

■ 預貯金通帳 （ 相続人代表者、喪主 ）

 ■ 亡くなられた方の名義の預貯金通帳から、各種の税金を口座引き落としされてい

た場合は、新たに変更する引き落とし口座の預貯金通帳と銀行印。

 ※ 亡くなられた方の戸籍を請求する際、請求者の続柄が白河市の戸籍で確認できない場

合は、相続人や利害関係人であることのわかる書類（戸籍謄本など）の提示が必要とな

る場合があります。

 
亡くなられた方のもの

 
■ 年金証書

 ■ 国民健康保険資格確認書、後期高齢者医療資格確認書 

※被保険者が亡くなられたとき、葬祭を行った人（喪主）は葬祭費支給の申請をす

ることができます。喪主が確認できる書類として、会葬礼状をお持ちください。会

葬礼状がない場合はご相談ください。

 
■ 介護保険被保険者証

 
■ 身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳

 
■ 各種医療費受給者証

 
■ その他、市役所から交付された証書類
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市役所で行う手続き 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
■ 印鑑登録証 市民課

 対象者 手続き 必要なもの

 
印鑑登録をされていた方 返納または廃棄 〇印鑑登録証　（　カード　）

 
■ 個人番号カード （ マイナンバーカード ） 市民課

 対象者 手続き 必要なもの

 

個人番号カードをお持ちだ

った方

返納不要 

※死亡に伴う各種手続きで

亡くなられた方の個人番号

の記載を求められることがあ

ります。保管してください。

 
■ 個人番号通知カード 市民課

 対象者 手続き 必要なもの

 

個人番号通知カードをお

持ちだった方

返納不要 

※死亡に伴う各種手続きで

亡くなられた方の個人番号

の記載を求められることがあ

ります。保管してください。
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■ 国民年金 国保年金課

 対象者 手続き 必要なもの

 

国民年金を受給していた
方（または、第１号被保険
者だった）

未支給年金の請求 

年金の死亡届提出
〇死亡診断書 （ コピー

可 ） 

〇年金証書 

〇請求者の戸籍謄本また
は抄本 

〇請求者の預貯金通帳

 
遺族年金の請求

 
死亡一時金の請求

 
■ 国民健康保険 国保年金課

 対象者 手続き 必要なもの

 

国民健康保険に加入して
いた方

葬祭費支給の申請
〇会葬礼状または葬儀会

社の領収書 

〇喪主の預貯金通帳
 

資格確認書の返却

〇資格確認書 

〇高齢受給者証 

〇限度額適用認定証 

〇限度額適用標準負担額
減額認定証 

〇特定疾病療養受療証

 
■ 後期高齢者医療 国保年金課

 対象者 手続き 必要なもの

 

後期高齢者医療保険に加
入していた方 

葬祭費支給の申請
〇会葬礼状 

〇喪主の預貯金通帳 

 

資格確認書・被保険者証 

の返却

〇資格確認書 

〇限度額適用認定証 

〇限度額適用標準負担額
減額認定証 

〇特定疾病療養受療証

 
■ 介護保険 高齢福祉課

 対象者 手続き 必要なもの

 介護保険証をお持ちだっ
た方

介護保険の資格喪失の届
出

〇被保険者証

 高額介護サービス費の支
給を受けていた方

高額介護サービス費の受
け取り口座変更申立

〇相続人代表者の預貯金
通帳
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■ 福祉 こども支援課

 対象者 手続き 必要なもの

 

児童手当を受給していた

方

未支払児童手当請求書
○対象児童の預貯金通帳

（写し）

 

＜受給者の変更＞ 

新規の認定請求書

○配偶者等の預貯金通帳

（写し） 

○配偶者等の資格確認

書、資格情報のお知ら

せ、またはマイナポータ

ルからダウンロードした

資格情報画面（写し）

 
■ 福祉 社会福祉課

 対象者 手続き 必要なもの

 

特別児童扶養手当を受給

していた方

受給者死亡届（未支払手

当請求書）

○除籍された戸籍抄本、

住民票の除票、また

は死亡診断書等 

○対象児童の預貯金通帳

（写し）

 

＜受給者の変更＞ 

新規の認定請求書

○戸籍謄本 

○配偶者等の預貯金通帳

（写し） 

○対象児童の認定診断書

（有期の期間が半年以

上残っている場合は省

略可）

 
特別児童扶養手当の対象

児童

資格喪失届、または手当

額改定届（他に対象児童

がいる場合）
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■ 福祉 社会福祉課

 対象者 手続き 必要なもの

 

重度心身障害者医療費を

受給していた方
受給者証の返還

〇受給者証 

〇相続人 （ 保護者、扶養

義務者等 ） の預貯金

通帳またはキャッシュカ

ード

 
特別障害者手当、障害児

福祉手当を受給していた

方

特別障害者手当、障害児

福祉手当の死亡届

〇相続人 （ 保護者、扶養

義務者等 ） の預貯金

通帳またはキャッシュカ

ード

 

各種障害者手帳をお持ち

だった方

身体障害者手帳の返還

〇当該手帳
 

療育手帳の返還

 精神障害者保健福祉手帳

の返還

 

 

 

 

 
■ 税 税務課

 対象者 手続き 必要なもの

 固定資産 （ 土地・建物・

償却資産 ） をお持ちだっ

た方

相続人代表者の届出 〇相続人代表者の印鑑

 

原動機付自転車、小型特

殊自動車を所有していた

方

名義変更、または廃車の

手続き

〇標識交付証明書 

〇ナンバープレート 

※福島ナンバーの特殊自動

車は、自家用自動車協会

での手続きが必要になり

ます。

 
納税について口座振り替

えを行っていた方

納付書払い、または振り替

え口座の変更

〇新たに変更する振り替

え口座の預貯金通帳と

銀行印
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■ 水道 水道課

 対象者 手続き 必要なもの

 
水道使用者（契約者）だっ

た方

水道使用者（契約者）の名 

義変更 

または閉栓手続き

〇お客様センターへ電話

連絡 

☎０２４８ （ ２７ ） ３２２１

 
■ 下水道 下水道課

 対象者 手続き 必要なもの

 
下水道に接続して、井戸水

を使用している世帯の方

井戸水使用世帯人員の変 

更手続き

〇必要書類を郵送します

ので下記へ電話連絡 

☎０２４８ （ ２２ ） ０９１０

 
■ 市営住宅 建築住宅課

 対象者 手続き 必要なもの

 
入居名義人が亡くなり、引

き続き市営住宅に入居さ

れる配偶者等

市営住宅入居承継承認申

請手続き

〇市営住宅入居承継承認

申請書 

〇請書ほか 

※説明事項があります

 
入居名義人が亡くなり、市

営住宅を退去される方
市営住宅退去手続き

〇市営住宅退去届 

〇相続人等退去手続きを

行う方の印鑑

 同居親族が亡くなられた入

居名義人の方
異動手続き

〇異動届 

〇住民票の除票

 
■ 農地 農業委員会

 対象者 手続き 必要なもの

 

農地を相続された方 農地の相続に関する届出

〇農地法第３条の３第１項

の規定による届出書 

〇相続された土地の登記

簿 （ 全部事項証明書 ） 

または登記完了証
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■ 森林 農林整備課

 対象者 手続き 必要なもの

 

森林を相続された方 森林の土地の所有者届出

〇届出書 

〇対象森林の位置図 

〇登記事項証明書 （ 写

し ）

 
■ 文化財 文化財課

 対象者 手続き 必要なもの

 
指定文化財を相続された

方

指定文化財の所有者、管

理責任者、または保持者

の変更手続き

〇指定書、または認定書 

（ 交付されている場合 ）

 
■ 市営墓地（羅漢山霊園） 地域生活課

 対象者 手続き 必要なもの

 

羅漢山霊園の利用許可を

受けていた方
利用者承継の手続き

〇承継にかかる申請書 

〇利用許可証 

〇戸籍謄本および住民票

謄本

 
■ 市営墓地（大信青山墓地） 大信庁舎地域振興課

 対象者 手続き 必要なもの

 

大信青山墓地の利用許可

を受けていた方
利用者承継の手続き

〇承継にかかる申請書 

〇利用許可証 

〇戸籍謄本および住民票

謄本 

☎０２４８ （ ４６ ） ２１１１
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■ 市営墓地（東霊園） 東庁舎地域振興課

 対象者 手続き 必要なもの

 

東霊園の利用許可を受け

ていた方
利用者承継の手続き

〇承継にかかる申請書 

〇利用許可証 

〇戸籍謄本および住民票

謄本 

☎０２４８ （ ３４ ） ２１１１

 
■ 犬 地域生活課

 対象者 手続き 必要なもの

 犬の飼い主として登録され

ていた方
飼い主の変更手続き 〇変更申請書

 
■ 矢吹町営火葬場利用補助金 地域生活課

 対象者 手続き 必要なもの

 

矢吹町営火葬場（やぶき

霊香苑）を利用された方

補助金の申請

〇補助金交付申請書 

〇埋火葬許可証 （ 写し ） 

〇利用料の領収書 （ 写

し ）

 
補助金の請求 〇補助金交付請求書
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市役所以外で行う主な手続き 

 

 

 

 

 

 

 

 
■ 厚生年金 お問い合わせ先

 

未支給年金、遺族厚生年金の請求など 

※事前予約が必要です。

〇白河年金事務所 

白河市郭内１１５-３ 

☎０２４８ （ ２７ ） ４１６１ 

〇ねんきんダイヤル 

（年金に関する一般的なお問い合わせ） 

　 ☎０５７０（　０５ ）１１６５ 

〇予約受付専用電話 

（来訪相談のご予約）　　 

☎０５７０（ ０５ ）４８９０

 
■ 企業年金 お問い合わせ先

 

企業年金老齢年金受給権者死亡届

〇企業年金コールセンター 

☎０５７０（ ０２ ）２６６６ 

※IP 電話からの場合 

　☎０３（ ５７７７ ）２６６６

 
■ 農業者年金 お問い合わせ先

 

資格喪失手続、未支給年金の請求

〇お近くの JA 窓口 

〇白河市農業委員会事務局 

　☎０２４８ （ ２２ ） １１１１

 
■ 生命保険等 お問い合わせ先

 死亡保険金の請求、入院給付金の請求　
など

〇加入していた生命保険会社、代理店

 
■ 損害保険等 お問い合わせ先

 
名義変更、解約 〇加入していた損害保険会社、代理店
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■ 預貯金口座 お問い合わせ先

 
口座解約手続き 〇各金融機関

 
■ クレジットカード お問い合わせ先

 
解約 〇各契約会社

 
■ 自動車運転免許証 お問い合わせ先

 

返納
〇白河警察署 

白河市昭和町２２６-２ 

☎０２４８ （ ２３ ） ０１１０

 
■ 普通自動車 お問い合わせ先

 

名義変更、廃車
〇白河自家用自動車協会 

白河市久田野前田５２-１ 

☎０２４８ （ ２３ ） ３８５０

 
■ 軽自動車 お問い合わせ先

 

名義変更、廃車

〇白河自家用自動車協会 

白河市久田野前田５２-１ 

☎０２４８ （ ２３ ） ３８５０

 
■ 自動二輪 （ １２５ｃｃ超 ） お問い合わせ先

 

名義変更、廃車

〇白河自家用自動車協会 

白河市久田野前田５２-１ 

☎０２４８ （ ２３ ） ３８５０ 

 
■ 国税 お問い合わせ先

 

相続税、所得税、消費税の申告手続き

〇白河税務署 

白河市中田５-１ 

☎０２４８ （ ２２ ） ７１１１
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■ 土地改良区 お問い合わせ先

 
土地の名義変更 〇各土地改良区事務所

 
■ 不動産登記 お問い合わせ先

 

土地、家屋の相続登記 

※令和６年４月１日から、不動産（土地・ 

建物）の相続登記が義務化されました。

〇福島地方法務局白河支局 

白河市郭内１-１３６ 

☎０２４８ （ ２２ ） １２０７（登記直通） 

〇本局不動産登記部門 

〇☎０２４ （ ５３４ ） ２０４５

 
■ 固定電話 お問い合わせ先

 

契約継承、解約

〇ＮＴＴ東日本 

☎固定電話から　局番なし１１６ 

携帯電話等から　０１２０ （ １１６ ） ０００

 
■ 携帯電話 お問い合わせ先

 
名義変更、解約、家族プランの見直し 〇各契約会社

 
■ インターネット お問い合わせ先

 
名義変更、解約 〇各契約会社

 
■ ＮＨＫ受信料 お問い合わせ先

 
名義変更、解約

〇ＮＨＫ受信契約フリーダイヤル 

☎０１２０ （ １５１ ） ５１５

 
■ 電気 お問い合わせ先

 

名義変更、解約

〇東北電力お客様相談センター 

☎０５７０ （ ５５０ ） ２２０ 

〇または各契約会社
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■ ガス お問い合わせ先

 
名義変更、解約 〇各契約会社

 
■ 新聞 お問い合わせ先

 
名義変更、解約 〇各販売店

 
■ 県営住宅 お問い合わせ先

 
借りている家族が亡くなられた場合の異

動の報告など

〇県南地区県営住宅経営管理室 

白河市昭和町２６９ 白河合同庁舎２階 

☎０２４８ （ ２３ ） １６２３

 
■ 恩給 お問い合わせ先

 受給者が亡くなられた時、手続きが必要

な場合があります。恩給証書記号番号を

ご確認の上、お問い合わせください。

〇総務省恩給相談窓口 

☎０３ （ ５２７３ ） １４００

 
■ 指定難病医療費受給者証 お問い合わせ先

 指定難病医療費受給者の方は、受給者 

証の喪失届の手続きが必要です。

〇福島県県南保健福祉事務所 

☎０２４８ （ ２２ ） ５４４３

 
■ ETC の障がい者割引登録 お問い合わせ先

 利用登録者ご本人が亡くなられた場合、 

登録削除の手続きが必要です。

〇有料道路 ETC 割引登録係 

☎０４５ （ ４７７ ） １２３３
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手続きに必要となる住民票の写しや戸籍謄本等の請求方法、手続きの委任 

　 

ここでは、各種手続きに必要となる、住民票の写しや戸籍謄本等の請求方法などについて、ご

案内いたします。 

 

※「相続手続きに必要な住民票・戸籍証明の請求」については、白河市のホームページにも掲 

　載しております。 

※本籍地以外の市役所でも、本人、配偶者、直系尊属、直系卑属の方で公的機関が発行した 

顔写真付きの本人確認書類をご持参された方は、戸籍・改製原・除籍謄本が取得できる場合

があります。 

 

（１）共通事項 

　①窓口で必要な持参書類 

　　　住民票の写しや戸籍謄本等の請求時には、請求者（窓口に来庁される方）の本人確認が

必要となります。公的機関が発行した顔写真付きの本人確認資料をご持参ください。 

　（例：マイナンバーカード、運転免許証、パスポート、障害者手帳など） 

　　　なお、顔写真付きの本人確認書類をお持ちでない場合は、被保険者証 （健康保険資格確

認書、介護保険）から１点、病院の診察券、クレジットカード、通帳、学生証から１点、合計２点

ご持参ください。 

 

　②窓口および問い合わせ先 

 

 

 

 

 窓口 電話番号 備考

 白河市役所市民課 ０２４８－２８－５５13（直通） 

０２４８－２２－１１１１（代表） 

（内線２１７３）

各窓口の問い合わせ時間

は、平日の午前８時３０分か

ら午後５時１５分までとなりま

す。

 表郷庁舎地域振興課 ０２４８－３２－２１１３

 大信庁舎地域振興課 ０２４８－４６－２１１４

 東庁舎地域振興課 ０２４８－３４－２１１６

 大沼行政センター ０２４８－３１－１０１９

 白坂行政センター ０２４８－５８－１０１０

 小田川行政センター ０２４８－３１－１０２１

 五箇行政センター ０２４８－２９－２０５１

 古関行政センター ０２４８－５８－１０１２

 関辺行政センター ０２４８－３１－７５６７
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（２）各種手続きに必要となる書類 

①住民票の写し 

・住民票の写しに記載する事項（本籍、続柄）は、提出先にご確認のうえ、ご請求ください。 

・亡くなられた方のマイナンバー（個人番号）入りの住民票（除票）の写しは、発行できませんの

でご注意ください。 

・亡くなられた方の住民票（除票）の写しを請求できる人は、同じ世帯にいる方になります。同じ

世帯の方がいない場合は、親族や相続人、利害関係人の方が請求できます。それ以外の方

は、住民票を請求できる方からの委任状が必要です。 

②戸籍謄本等 

※戸籍の請求先は、本籍のある市区町村役場です。本籍が白河市以外の場合は、各市区町村 

にお問い合わせください。（但し、本籍地以外の市役所でも、本人、配偶者、直系尊属、直系卑 

属の方で公的機関が発行した 顔写真付きの本人確認資料をご持参された方は、戸籍・改製 

原・除籍謄本が取得できる場合があります。) 

 

・戸籍謄本等を請求する場合は、出生から死亡までの間のどの部分の戸籍が必要か、あらかじ

め提出先にご確認ください。 

・亡くなられた方の配偶者や直系尊属、直系卑属（親、祖父母、子ども、孫など）、相続等の利害 

関係人以外の方が請求する場合は、原則として、委任状が必要です。 

※配偶者の方は、亡くなった時点での続柄の確認が必要です。 

・婚姻などにより、新たな戸籍が編製されると、その附票には、戸籍の編製時の住所からその

履歴が記録されます。また、請求の際は、誰のどの住所履歴が必要か申し出てください。 

 

（３）委任状に関するご案内（住民票の写しや戸籍謄本等の請求） 

　同一世帯の方以外の方が住民票を取る場合や配偶者、両親などの直系親族に代わって戸籍

を請求する場合、代理人が請求する場合は、委任状が必要です。 

　白河市での住民票の写しや戸籍謄本等の請求時にご使用いただいております委任状の記載

例を２０ページに掲載しております。ご参考のうえ、１９ページの白紙の様式をご利用ください。 

 証明書の種類 手数料 必要なもの

 

住民票の写し（除票の写し） １通３００円
本人確認書類 

（マイナンバーカード、運転免許証など）

 証明書の種類 手数料 必要なもの

 戸籍（謄本・抄本） １通４５０円 ・本人確認書類 

（マイナンバーカード、運転免許証など） 

 

※亡くなられた方と請求者の続柄が白 

河市の戸籍で確認できない場合は、相 

続人や利害関係人であることのわかる 

書類（戸籍謄本など）の提示が必要とな 

る場合があります。

 改正原戸籍・除籍（謄本・抄本） １通７５０円

 

戸籍の附票（謄本・抄本） 

※本籍・筆頭者の記載の有無を 

ご記入ください。

１通３００円



16 

　なお、委任状は、様式の内容を満たしていれば、任意様式でも構いません。 

 

（４）郵送請求の方法について 

　本籍地や住所が白河市外の場合、該当市町村に各種証明書を郵送で請求することができま

す。市区町村によっては郵送先や交付手数料が異なりますので、事前に請求先にご確認くださ

い。 

　 

次の①から⑤の手順で請求してください。 

 

①郵送交付請求書に漏れのないように、必要事項を記入してください。 

※戸籍を請求した市区町村役所から日中に連絡をする場合があります。郵送交付請求 

書に連絡先を必ずご記入ください。 

　 

②本人確認をいたしますので、顔写真付きの本人確認書類（マイナンバーカード、運転免許 

証など）又は自治体発行の保険証（国民健康保険資格確認書、後期高齢者医療資格確認

書など）の写しを添付してください。 

　 

③交付手数料を、郵便局の定額小為替、普通為替または現金書留にてご用意ください。 

（切手・収入印紙では受付できません。）　　　　　　　　　　　　　　白河市の場合 

 

　④返信用封筒に、返送先の請求者住所・氏名・郵便番号を記載し、返信用切手（速達での返

送を希望する場合は、速達料金分を加算してください）を貼ってください。複数枚申請する

場合は、切手を余分に同封してください。 

　 

⑤封筒に①から④を同封して、戸籍は本籍地、住民票は住民登録地の市区町村役場の担当

部署へ郵送してください。 

 

【 注意事項 】 

〇本人・配偶者・直系尊属・直系卑属以外の方が請求される場合は、使用目的を詳細に記入し

たうえで、委任状や疎明資料が必要です。 

（使用目的の理由によっては、交付できない場合があります。） 

〇戸籍等を請求される場合は、直系親族であっても、請求先の市区町村の戸籍で続柄が確認

できない場合があります。戸籍謄本等のコピーを資料として添付していただく場合がございま

すのでご注意ください。 

 戸籍（謄本・抄本） １通４５０円 戸籍の附票 １通３００円

 除籍・改正原戸籍 １通７５０円 住民票・除票 １通３００円
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＜白河市役所送付先＞ 

〒９６１－８６０２ 

福島県白河市八幡小路７－１ 

白河市役所 市民課 

 

戸籍関係証明書郵送交付請求書 

               市区町村長様                                令和     年     月     日 

請

求

者 

住 所  

氏
ふり

 名
がな

 

※自署または記名・押印 

 生年月日 
大正・昭和・平成・令和 

      年     月     日 

証明対象者

との関係 

本人 ・ 夫 ・ 妻 ・ 父 ・ 母 ・ 祖父 ・ 

祖母 ・ 子 ・ 孫 ・ その他（        ） 

日中の連絡先 

（携帯電話可） （      方） 

 

証

明

対

象

者 

本 籍 白河市 筆 頭 者  

氏
ふり

 名
がな

  生年月日 
明治・大正・昭和・平成・令和 

年     月     日 

必

要

な

戸

籍

の

証

明

書 

□ 戸籍謄本（全部事項証明書） ４５０円 通 ※相続用記入欄 

被相続人（氏名                ）の 

 戸籍を（   ）セット※目安として 1 セット３，０００円程度 

 

 

※出生～死亡までの一連の戸籍が何件存在するのかは、

おひとりおひとり異なります。 

 

 

□ 戸籍抄本（個人事項証明書） ４５０円 通 

□ 除籍謄本 ７５０円 通 

□ 改製原戸籍謄本 ７５０円 通 

※相続用の場合は右欄に記入         各   通 

□ 戸籍の附票（ 全部 ・ 個人 ） 

 

 

３００円 

通 

□ 身分証明書 ３００円 通 ※戸籍の附票の請求で住所の証明が必要な場合 

□証明する住所の履歴 

（                        ）から 

（                  ）に至るまでの住所 

□ 独身証明書  ※委任状不可 ３００円 通 

□ 受理証明書（         届） ３５０円 通 

□ その他（              ）  通 

使

い

み

ち 

□パスポート □戸籍届出に添付 □年金 □資格取得 □相続の手続き  

□その他 （詳細をご記入ください。） 

※最近、戸籍の届出をした方は記入  令和    年    月    日に       届を         市区町村に提出 

※「出生から死亡まで」の一連の戸籍が何件存在するのかは、おひとりおひとり異なります。 

【送付物】 

①請求書         ②本人確認書類      ③手数料           ④返信用封筒     ①～④を封筒に入れる 

 

 

 

 

 

        

※②本人確認書類は現住所がわかるようにコピーを取ってください。 
※請求者の方で現在白河市に本籍がない方は続柄がわかる戸籍の添付が必要になる場合があります。 

※偽りその他の不正な手段により、戸籍証明書等の交付を受けたものは、刑罰（３０万円以下の罰金）が科せられます。 
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マイナンバーカード、免許証 

市区町村発行の資格確認書など 

郵便定額小為替、普通為替 

㊞ 

現金書留 

〇
〇
〇
〇
様 

〒●●●-●●●● 

白
河
市
役
所 

市
民
課 

市
民
課 

 

市
民
課 

福
島
県
白
河
市
八
幡
小
路
７
の
１ 

〒961-8602 

□本籍・筆頭者の記載 必要 
□在外選挙人登録の有無 必要 

※該当がない場合は表示されません。 

□その他（具体的にご記入ください） 

□死亡の記載があるもの 

 

□（出生・婚姻・転籍）～（死亡・婚姻・転籍）まで 

切手が貼られたもの 



しらかわ 丙 

記載例 

切手が貼られたもの 

戸籍関係証明書郵送交付請求書 

               市区町村長様                                令和     年     月     日 

請

求

者 

住 所 東京都××区××１丁目 2 番 ××マンション 304 

氏
ふり

 名
がな

 

※自署または記名・押印 

 生年月日 
大正・昭和・平成・令和 

      年     月     日 

証明対象者

との関係 

本人 ・ 夫 ・ 妻 ・ 父 ・ 母 ・ 祖父 ・ 

祖母 ・ 子 ・ 孫 ・ その他（        ） 

日中の連絡先 

（携帯電話可） （      方） 

 

証

明

対

象

者 

本 籍 白河市白河市八幡小路７－１ 筆 頭 者  

氏
ふり

 名
がな

 

 

生年月日 
明治・大正・昭和・平成・令和 

年     月     日 

必

要

な

戸

籍

の

証

明

書 

□ 戸籍謄本（全部事項証明書） ４５０円 通 ※相続用記入欄 

被相続人（氏名                ）の 

 戸籍を（   ）セット※目安として 1 セット３，０００円程度 

 

 
※出生～死亡までの一連の戸籍が何件存在するのかは、

おひとりおひとり異なります。 

 

□ 戸籍抄本（個人事項証明書） ４５０円 通 

□ 除籍謄本 ７５０円 通 

□ 改製原戸籍謄本 ７５０円 通 

※相続用の場合は右欄に記入         各   通 

□ 戸籍の附票（ 全部 ・ 個人 ） 

 

 

３００円 

通 

□ 身分証明書 ３００円 通 ※戸籍の附票の請求で住所の証明が必要な場合 

□証明する住所の履歴 

（                        ）から 

（                  ）に至るまでの住所 

□ 独身証明書  ※委任状不可 ３００円 通 

□ 受理証明書（         届） ３５０円 通 

□ その他（              ）  通 

使

い

み

ち 

□パスポート □戸籍届出に添付 □年金 □資格取得 □相続の手続き  

□その他 （詳細をご記入ください。） 

※最近、戸籍の届出をした方は記入  令和    年    月    日に       届を         市区町村に提出 

※「出生から死亡まで」の一連の戸籍が何件存在するのかは、おひとりおひとり異なります。 

【送付物】 

①請求書         ②本人確認書類      ③手数料           ④返信用封筒     ①～④を封筒に入れる 

 

 

 

 

 

 

 

        

＜白河市役所送付先＞ 

〒９６１－８６０２ 

福島県白河市八幡小路７－１ 

白河市役所 市民課 

 

※②本人確認書類は現住所がわかるようにコピーを取ってください。 

※請求者の方で現在白河市に本籍がない方は続柄がわかる戸籍の添付が必要になる場合があります。 

※偽りその他の不正な手段により、戸籍証明書等の交付を受けたものは、刑罰（３０万円以下の罰金）が科せられます。 
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マイナンバーカード、免許証 

市区町村発行の資格確認書など 

郵便定額小為替、普通為替 

㊞ 

現金書留 

〇
〇
〇
〇
様 

〒●●●-●●●● 

白
河
市
役
所 

市
民
課 

市
民
課 

 

市
民
課 

福
島
県
白
河
市
八
幡
小
路
７
の
１ 

〒961-8602 

□本籍・筆頭者の記載 必要 

□在外選挙人登録の有無 必要 
※該当がない場合は表示されません。 

□その他（具体的にご記入ください） 

□死亡の記載があるもの 

 

 

 

□（出生・婚姻・転籍）～（死亡・婚姻・転籍）まで 

白河 

しらかわ きのえ 

しらかわ 甲 

〇〇  〇〇 〇〇 

123-4567-8910 

しらかわ 乙 

しらかわ ひのえ 

しらかわ 丙 
２ 

２ 

令和〇年〇月〇日に死亡した母のしらかわ丙の相続手続きのため、 
×銀行×支店、△銀行△支店に提出する。 

△ 

〇〇  〇〇 〇〇 

〇  〇   〇 

 甲 



【委任者】（頼む人）

㊞

【代理人】（頼まれた人(窓口に来る人)）

※ 代理人の方の本人確認できる書類（資格確認書+診察券、運転免許証、
マイナンバーカード 等）をご持参ください。

記

【委任事項】(＊委任する項目に☑をして、通数をご記入ください)

□ 住民票（世帯票・個人票・除票）の交付　　　通

□
（窓口に来られない理由をご記入ください）

□

□ マイナンバーカード券面事項変更の手続き

□ 住民票等への旧姓（旧氏）の記載

□ その他（ ）

19

明・大・昭・平・令　　　   年　  　 月　    　日

□ 身分証明書の交付　　　通

本　籍  白河市

□ 戸籍の附票（全員・一部）の交付　　　通

住民異動届(転入・転出・転居・世帯変更）の手続き

印鑑(登録申請・登録廃止届・登録申請回答書提出）の手続き

理 由

筆頭者
の氏名

生年月日 明・大・昭・平・令　　　   年　  　 月 　   　日

必要な方
の氏名

生年月日

住　　所

氏　　名

生年月日 大正 ・ 昭和 ・ 平成　　　　　　　　　年　　　　　　　月　　　　　　　日

□ 戸籍（除籍・原戸籍）謄本・抄本の交付　　　通

　　  委　  任  　状 ＊
必
ず
頼
む
人
が
す
べ
て
自
署
で
ご
記
入
の
う
え
、
押
印
し
て
く
だ
さ
い
。

 
記
入
漏
れ
の
あ
る
も
の
は
無
効
で
す
。
全
て
の
欄
が
記
入
済
で
あ
る
こ
と
を
ご
確
認
く
だ
さ
い
。

白 河 市 長　様
令和　　　　年　　　　月　　　　日

住　　所

氏　　名
印鑑登録を委任
する場合は実印

生年月日 大正 ・ 昭和 ・ 平成　　　　　　　　　年　　　　　　　月　　　　　　　日

私は、次の者を代理人と定め、下記の委任事項に係る一切の権限を委任します。　

※正確に
本籍地、筆頭者名等
ご記入ください



【委任者】（頼む人）
白河市八幡小路７番地１

南湖　一郎 ㊞

【代理人】（頼まれた人(窓口に来る人)）
白河市表郷金山字長者久保２番地

天狗　花子

※ 代理人の方の本人確認できる書類（資格確認書+診察券、運転免許証、
マイナンバーカード 等）をご持参ください。

記

【委任事項】(＊委任する項目に☑をして、通数をご記入ください)

☑ 住民票（世帯票・個人票・除票）の交付　２　通

 白河市東釜子字殿田５０番地

狐　二郎

狐　三郎

☑
（窓口に来られない理由をご記入ください）

病気療養中であり、外出できないため

☑

□ マイナンバーカード券面事項変更の手続き

□ 住民票等への旧姓（旧氏）の記載

□ その他（ ）

20

☑

住民異動届(転入・転出・転居・世帯変更）の手続き

印鑑(登録申請・登録廃止届・登録申請回答書提出）の手続き

理 由

筆頭者
の氏名

生年月日 明・大・昭・平・令　〇〇年△△月××日

必要な方
の氏名

生年月日 明・大・昭・平・令　□□年〇〇月△△日

＊
必
ず
頼
む
人
が
す
べ
て
自
署
で
ご
記
入
の
う
え
、
押
印
し
て
く
だ
さ
い
。

 
記
入
漏
れ
の
あ
る
も
の
は
無
効
で
す
。
全
て
の
欄
が
記
入
済
で
あ
る
こ
と
を
ご
確
認
く
だ
さ
い
。

白 河 市 長　様
令和●●年××月□□日

住　　所

氏　　名
印鑑登録を委任
する場合は実印

生年月日 大正 ・ 昭和 ・ 平成　　　　　××年　　　●●月　　　〇〇日

□

本　籍

私は、次の者を代理人と定め、下記の委任事項に係る一切の権限を委任します。　

戸籍（除籍・原戸籍）謄本・抄本の交付　１　通

戸籍の附票（全員・一部）の交付　　　通

□ 身分証明書の交付　　　通

　　  委　  任  　状

住　　所

氏　　名

生年月日 大正 ・ 昭和 ・ 平成　　　　　△△年　　　□□月　　　●●日

※正確に
本籍地、筆頭者名等
ご記入ください








